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１ 砂糖の調整金の返還制度の概要

• 精製糖会社は原料糖を輸入する際、砂糖の国内生産を支援するため、トン当た
り約20,000～ 40,000円(注)を調整金として納めています。 (注)四半期ごとに変動します。

• 本制度を活用すれば、この砂糖を使用した食品を輸出した場合に、その食品に
使用した砂糖の調整金相当額の返還を受けることができます。

• 対象となる製品は下表のとおりです。

－ －1

区分 食品
１ 砂糖の含有量

にかかわらず
対象となる食
品

菓子（ベーカリー製品を含む。）
果実、ジャム、マーマレード、果汁
清涼飲料水、乳酸飲料、トマトジュース、リキュール、
甘味果実酒
トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器
に詰めたもの、
加糖粉乳、加糖練乳
甘納豆、おたふく豆、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆
シロップ類、砂糖カラメル

２ その他 上記以外で全重量の40％以上の砂糖を含有する食品

• 精製糖会社から購入した砂糖（グラニュ糖や上白糖など）を原料として製造さ
れる食品を海外に輸出した場合に、砂糖の購入代金に含まれる調整金（制度負
担金）の返還を受けることができる制度です。



２ 必要な手続の概要（イメージ）

【ステップ１】機構への届出
１．売買用Webサイトを利用し、機構へ以下の書類を提出

①売買用Webサイト利用届出書（押印の上、郵送）
②製造工場届出書（Web作成）
③製造工場届出書の添付資料（Webからアップロード）
（製造工程表、商品の原料の配合比率表（砂糖含む）、第三者機関の発行
する商品ごとの砂糖（しょ糖）の含有量が把握できる成分分析表（写し））

２．機構は書類を審査の上、食品輸出者等にログインID通知書を送付
【ステップ２】譲渡証明書の取得
• 砂糖の購入先である精製糖会社から譲渡証明書を取得
【ステップ３】輸出証明書類等の入手等
• 輸出報告書類を作成し、輸出許可通知書等を入手
【ステップ４】調整金の差額返還請求
• ①輸出貨物の製造及び輸出完了報告書、②輸出報告書類、③返還請
求書により調整金の返還を請求

【ステップ５】機構の審査後、輸出者へ調整金を返還

１ー１ 機構への届出

食品輸出者等

精製糖会社

砂糖購入
２ 譲渡証明書の取得

輸
出
申
告

輸
出
許
可

３ 輸出証明書類等の入手等
１ー２ 届出の

受理通知

４ 調整金の差額返還請求

５ 調整金の返還

－ －2

手続きの詳細は、
次ページ以降を
ご覧ください。



３ 必要な手続の進め方
【ステップ１】機構への届出

 ＦＡＱ（よくあるご質問）
Ｑ１：飴やガムなどで、砂糖の含有量は同じであるものの、香料や色素だけが

異なる商品においても、それぞれの商品ごとに第三者機関の成分分析表
が必要ですか。

Ａ１：砂糖の含有量が同じであれば、どれかひとつの成分分析表で構いません。
なお、原料の配合比率表は商品ごとに提出してください。

Ｑ２：輸出先国によって同じ商品でもインボイス上の商品名が異なる場合は、
商品名ごとに第三者機関の成分分析表が必要ですか。

Ａ２：砂糖の含有量が同じであれば、商品名ごとの成分分析表は必要ありま
せんが、商品名はわかるように届出して下さい。

－ －3

 以下の売買用Webサイト上に下図の新規登録ボタンがあります。
ここから届出を行っていただきます。
※別途、届出のマニュアルを用意しております。
https://sscs.alic.go.jp/sscs/

 売買用Webサイトを利用し、機構へ提出いただく書類
①売買用Webサイト利用届出書（７頁参照）
②製造工場届出書（８頁参照）

 添付書類
•製造工程表
•商品の原料の配合比率表（砂糖含む）
•第三者機関の発行する商品ごとの砂糖（しょ糖）の含有量が
把握できる成分分析表（写し）



３ 必要な手続の進め方

 砂糖を購入した際、精製糖会社が必要事項を記入した譲渡証明書
（９頁参照）を精製糖会社から入手してもらう必要があります。
※譲渡証明書の入手方法については、精製糖会社又は砂糖の購入先
にお問い合わせ下さい。

 ＦＡＱ（よくあるご質問）
Ｑ３：製糖会社から直接砂糖を購入していないのですが、この場合、どこに

問い合わせればよいですか。
Ａ３：砂糖の購入先（特約店など）にお問い合わせの上、精製糖会社にご連絡

して下さい。

Ｑ４：海外から直接、輸入した精製糖（グラニュー糖など）を使用している
場合は、どうすればよいですか。

Ａ４：海外から直接、輸入した精製糖は、本制度の対象とはなりません。
本制度の対象となるのは、海外から原料糖を輸入、調整金を納付し、
国内で精製糖会社が精製した砂糖となります。

Ｑ５：国内産のてん菜又はさとうきびを原料とした砂糖を使用している場合
は、どうすればよいですか。

Ａ５：本制度の対象となるのは、海外から原料糖を輸入、調整金を納付し、
国内で精製糖会社が精製した砂糖であるため、国内産のてん菜又は
さとうきびを原料とした砂糖は本制度の対象外となります。

【ステップ２】譲渡証明書の取得

－ －4

• 砂糖を使用した食品を輸出した場合、以下の書類を作成又は入手
して下さい。
 作成いただく書類
• 輸出単位の砂糖使用量がわかる整理表（任意様式）

 入手していただく書類
• 輸出許可通知書（写し）
• インボイス（商品名がわかるもの）（写し）
• パッキングリスト等（輸出数量がわかるもの）（写し）

【ステップ３】輸出証明書類等の入手等



３ 必要な手続の進め方
 ＦＡＱ（よくあるご質問）
Ｑ６：輸出貨物の製造及び輸出完了報告書は、いつ提出すればよいですか。
Ａ６：食品の輸出が完了した後、調整金の返還請求時に一緒にご提出くだ

さい。なお、複数回分をまとめて提出することも可能です。

Ｑ７：輸出許可通知書の輸出者名が自社ではなく輸出業者名となっている場合
は、どうすればよいですか。

Ａ７：輸出業者に委託して輸出している場合は、インボイス等の名義が
自社名であるなど特定できれば構いません。

Ｑ８：輸出額が少額で輸出許可通知書に数量が記載されない場合は、
どうすればよいですか。

Ａ８：少額貨物の場合、輸出申告の際に数量を省略できますが、省略せずに
申告してください。

－ －5

• Webサイトから差額返還請求申請ができます。サイト上で、輸出貨
物数量等のデータを入力いただきますと、以下の書類を作成（出
力）することができます。
① 輸出貨物の製造及び輸出完了報告書
② 売買差額返還請求書

・上記のWebサイトでの申請の中で、以下の添付書類をアップロード
し、返還請求申請を行って下さい。
※別途、Webサイト利用に係るマニュアルを用意しております。

 Webで作成いただく書類
• 輸出貨物の製造及び輸出完了報告書（10頁参照）
• 売買差額返還請求書（11頁参照）

 添付書類（Web上でアップロード）
• 譲渡証明書（ステップ２で精製糖会社から取得したもの）
• 輸出単位の砂糖使用量がわかる整理表（任意様式）
• 輸出許可通知書（写し）
• インボイス（商品名がわかるもの）（写し）
• パッキングリスト等（輸出数量がわかるもの）（写し）

【ステップ４】調整金の差額返還請求



３ 必要な手続の進め方

• 機構による調整金の売買差額返還請求書等の審査が終了次第、ご指
定の口座に調整金を返還いたします。

【ステップ５】調整金の返還

 ＦＡＱ（よくある質問）
Ｑ９：差額返還請求から返還まではどのくらいかかりますか。
Ａ９：提出書類に不備等がなければ、概ね１～２カ月程度となります。

なお、差額返還請求をまとめ過ぎると書類が膨大になり、審査に時間を
要する場合がございますので、予めご了承ください。

－ －6

• 様式集については、機構ホームページ（https://www.alic.go.jp/）に
掲載されておりますので、ご活用ください。

譲渡証明書の様式
はこちらからダウ
ンロードできます。

４ 作成いただく書類の様式集



５ 作成書類の様式集

（１）売買用Webサイト利用届出書

－７－

（別紙第１号様式） 

 

売買用Ｗｅｂサイト利用届出書 

 

令和  年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

    理 事 長     殿 

 

届出者 住 所 

名 称 

役職・氏名 印 

 

 

指定糖又は指定でん粉等に係る製造工場の届出及び実地確認について第１の１の規定

に基づき、指定糖売買要領、指定でん粉等売買要領、指定糖、異性化糖等、輸 入加糖調

製品及び指定でん粉等担保取扱要領並びに売買用Ｗｅｂサイト利用規約に同意の上、売買

用Ｗｅｂサイトを利用すための部署名等を下記のとおり届けます。 

なお、貴機構の事務手続きの瑕疵以外の事由によって生じた不利益については一切

の異議を申し立ていたしません。 

 

記 

 

１ 売買差額返還請求を行う場合の口座情報 

金融機関名  預金の種類  

支店名  口座番号  

名義人  

 

２  売買用ＷｅｂサイトのログインID利用部署・工場名 

利用部署・工場名  

住所  

電話番号  

担当者氏名  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

（注１）届出の内容に変更が生じた場合は、変更部分に＊印をつけて、機構に書面にて届け

出るものとする。ただし、部署・工場情報の変更に限り、売買用Ｗｅｂ サイトを通じて届

け出ることができるものとする。 

（注２）ログインＩＤを廃止する場合は、機構にその旨を記載したログインＩＤ廃止届出書（任意

様式）を提出するものとする。 

（注３）１ 売買差額返還請求を行う場合の口座情報は、価格調整法施行令第４条第４号ロ又

は第37条第２号イ（製品輸出）の条件に基づく契約解除を行う場合に記載すること

※Webサイトから出力できます



（２）製造工場届出書
５ 作成書類の様式集

－８－

（別紙第２号－１様式） 

製 造 工 場 届 出 書 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理 事 長   殿 

 

届出者 住   所             

名   称             

役職・氏名             

       

指定糖売買要領第４条第４項に規定する輸出貨物又は製品の製造工場として、下記のとお

り届け出ます。 

また、指定糖売買要領第22条第４項の規定に基づく、独立行政法人農畜産業振興機構から

の必要な事項についての実地確認を容認します。 

 

記 

１ 製造工場の情報 

工場名称  

所在地  

対象要件  

製造用原料品の種類  

製品の種類  

輸出先  

 

２ 添付書類 別表に掲げるもの 

 

３ 変更内容 

 内容 

変更前  

変更後  

変更年月日  

（注１）届出者及び１の製造工場の情報欄で届出た内容に変更がある場合は、変更部分に＊

をつけて機構に提出すること。 

（注２）２の添付書類の内容に変更がある場合は、３の変更内容欄に記載の上機構に提出す

ること。 

（記載注意）価格調整法施行令第４条第４号ハに規定する製品の場合は、記の１.製造工場

の情報の輸出先欄に「―」を記載。 

※Webサイトから出力できます



５ 作成書類の様式集
（３）譲渡証明書

－９－

（別紙第15号様式） 

 

譲 渡 証 明 書 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人農畜産業振興機構 

  理   事   長  殿 

 

住 所（又は所在地） 
氏 名（又は名 称）      

 

 

令和  年  月  日貴機構と売買契約済の下記１の指定糖の全部又は一

部を下記２のとおり譲渡したことを証明します。 

なお、これと同時に指定糖売買要領第22条第１項第３号又は第６号に該当する

場合は同条第３項の規定による売買差額の返還の請求権及び同条第４項の規定に

基づく実地確認も併せて移転することを通知します。 

 

記 

 

１ 当初機構と売買契約した内容 

承諾番号 種類 数量 売買差額 
売買差額納

付年月日 

          

 

売渡単価 買戻単価 備考 

      

 

２ 譲渡した相手先並びに種類及び数量 

譲 渡 し た 相 手 先 
譲渡した種類及び数量 

種 類 数 量 備 考 

住 所（又は所在地） 

氏 名（又は名称） 

      

 

※機構HPから様式を取得
してください（６P参照）



５ 作成書類の様式集

（４）輸出貨物の製造及び輸出完了報告書

－ －10

（別紙第 12 号様式） 

輸出貨物の製造及び輸出完了報告書 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理   事   長   殿 

 

届出者 住所（又は所在地）                

                   （製造者）氏名（又は名称） 

                                             

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第４条第４号ロに規定する同法施行規則第１条の２第１項に定める食品の製造が終

了し、別添、輸出許可書（写し）のとおり輸出したので、指定糖売買要領第22条第２項第４号の規定により、下記のとおり報告します。 

なお、同条第４項の規定に基づく実地確認によって、下記記載内容が変更になっても異存ありません。 

 

記 

 
製造工場名称 

Ｎｏ． 
輸出貨物 

売買差額の返還を受けるこ

とができる原料品 

売買契約 

年月日 

売買契約者 承諾番号 輸入申告番号 輸入許可 

年月日 

品名 数量（Ｍ/Ｔ） 種類 数量（Ｍ/Ｔ） 

１          

２          

（注）「売買差額の返還を受けることのできる原料品」については、その製品における砂糖の含有量が把握できる第三者機関の分析表、譲渡証明書及び輸出許可書の写しを添付するものとする

※Webサイトから出力できます



５ 作成書類の様式集

（５）売買差額返還請求書

－ －11

（別紙第 14号様式） 

売買差額返還請求書 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

  理   事   長   殿 

 

住 所（又は所在地） 

氏 名（又は名 称）         印 

 

金 額 円 左記金額の返還を請求いたします。 

 

１ 返還請求する理由 

２ 買入れ及び売戻し承諾書番号 

３ 売買差額の納付年月日 

４ 返還を請求する額の計算基礎 

５ 返還金振込先   金融機関名  預金の種類  

  支 店 名  口 座 番 号  

  名 義 人    

 

記 

（Ｍ/Ｔ、円） 

Ｎｏ． 承諾番号 納付年月日 返還請求数量 

Ａ 

売渡単価 

Ｂ 

売渡価額 

Ｃ＝Ａ×Ｂ 

買戻単価 

Ｄ 

買戻価額 

Ｅ＝Ａ×Ｄ 

返還請求額 

Ｅ－Ｃ 

         

         

         

合計       

（注１）返還請求数量は、機構と売買契約した品目（糖種）ベースの数量を記載すること。 

（注２）円未満は端数を切り捨てること。 

（記載注意）売買用Ｗｅｂサイトを利用して作成し、機構に提出する場合は押印を省略できる。 

※Webサイトから出力できます



砂糖の購入代の一部が返還される制度があります
輸出促進のため活用してみませんか

精製糖メーカーから購入した砂糖を原料として製造される食品を輸
出した場合、砂糖の購入代に含まれる調整金（制度負担金）の返還
を受けることができます。

１．以下の食品は砂糖の含有量にかかわらず対象となります。
菓子（ベーカリー製品を含む。）、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、
乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、
リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、
ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル

２．上記以外で全重量の40％以上の砂糖を含有する食品も対象となります。

精製糖メーカーは原料糖を輸入する際、砂糖の国内生産を支援するため、トン
当たり約20,000～40,000円（注）を調整金として納めています。この砂糖を使用
した食品を輸出した場合、その食品に使用した砂糖の調整金に相当する額の返
還を受けることができるという制度です。（注）四半期毎に変動します。

※手続き方法等の詳細はこちらまで
独立行政法人農畜産業振興機構
特産調整部輸入調整第一課
Tel:03-3583-8475
mail:sugar-01@alic.go.jp

精製糖メーカー 砂糖を使用した
食品の輸出

原料糖の輸入 お菓子等メーカー

調整金の納付 調整金の返還

ご参考
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手続き方法等のお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
独立行政法人農畜産業振興機構
特産調整部輸入調整第一課
Tel:03-3583-8475
E-mail:alic-sugar01@alic.go.jp

　＜売買差額返還請求事務手続き＞

①売買用Ｗｅｂサイト利用届出書（押印の上、郵送）

及び製造工場届出書（Ｗｅｂ作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・砂糖の含有量が把握できる第三者機関の発行

　　する分析表（正本）

　・製造工程表

　・配合比率表　等

②ログインID通知書

 ④輸出申告 ※1

⑤輸出許可等　

⑥輸出貨物の製造及び輸出完了報告

（Web作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・輸出許可通知書（写し）

　・インボイスまたはパッキングリスト（写し）

　・その他 ※2

　　

⑦売買差額返還請求

（Web作成）

以下書類はWebサイトからアップロード

　・譲渡証明書（正本、精製糖会社が証明したもの）

⑧売買差額返還

※1 製品を他者が輸出申告等手続きを ③原料品の納品

した場合、権利、取引関係の分かる    （売買返還請求権の譲渡）

書類の提出（※2と一括）    「譲渡証明書」（別紙第15号様式）

   [グラニュ糖以外の場合]製品分析表(製品糖度の明記)

※2 書類提出は一括

　＜留意事項＞

税　　関 製菓会社等 農畜産業振興機構

（菓子等の製造） （書類審査）

精製糖会社

（原料品(グラニュ糖等)の製造）

〇　売買差額の返還請求について

　砂糖を主要な原料として製造された菓子等を輸出した際に、当該使用した砂糖の売買契約に基づく調整金を、返還請求することができ
ます。
　ただし、請求権は機構と売買契約をした者（精製糖会社等）の当該契約に係る輸入許可がされた日から５年以内に限って行うものと
なっています。

全体的な事務手続きの流れ
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